
頁 新 旧 備考

１頁 Ⅰ開発許可の「敷地の一体利用」制限の見直しについて Ⅰ「敷地の一体利用」について
許可条件における
フェンスの取り扱
いの変更

７頁

Ⅵ　分家住宅の許可要件について

１． 本家住宅に関する要件について
（1）略
（2）本家住宅の合法性について
本家住宅が昭和46年以降に建築された住宅であるにもかかわらず建築確
認をとっていなければ、「違反建築物」となるので「許可要件なし」となりま
す。
　ただし、本家住宅について建築基準法上の実態違反がないことが確認で
き、かつ「線引き前宅地」や「大規模指定集落内」等の許可要件を充たして
いるため、後付で都市計画法の許可を取得した場合や許可不要に該当す
る場合は、「許可要件を充たした」と判断することがあります。

Ⅵ　分家住宅の許可要件について

１． 本家住宅に関する要件について
（1）略
（2）本家住宅の合法性について
本家住宅が昭和46年以降に建築された住宅であるにもかかわらず建築確
認をとっていなければ、「違反建築物」となるので「許可要件なし」となりま
す。
また、｢建築確認済建築物｣又は｢線引き前建築物｣の場合でも建築確認を
経ずに増築した部分があれば、「違反建築物」となるので「許可要件なし」と
なります。
　ただし、本家住宅について建築基準法上の実態違反がないことが確認で
き、かつ「線引き前宅地」や「大規模指定集落内」等の許可要件を充たして
いるため、後付で都市計画法の許可を取得した場合や許可不要に該当す
る場合でも、「許可要件を充たした」と判断しています。

本家の合法性の
要件を緩和

１１
頁

Ⅸ　収用代替建築物の許可要件について

１．略
2. 従前の建築物の合法性について
従前の建築物が、線引き前建築物若しくは建築確認済み建築物でなけれ
ばならないので、仮に、従前の建築物の全部が違法建築であると許可要件
が欠けることになります。

Ⅸ　収用代替建築物の許可要件について

１．略
2. 従前の建築物の合法性について
従前の建築物が、線引き前建築物若しくは建築確認済み建築物でなけれ
ばならないので、仮に、従前の建築物の一部若しくは全部が違法建築であ
ると許可要件が欠けることになります。

移転対象建築物
の合法性の要件
を緩和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新旧対照表  (平成２９年２月）


